
議員提案第５号 

川口市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

川口市議会政務活動費の交付に関する条例（平成２０年条例第２０号）の一部を

次のように改正する。 

別表の注中「宿泊料」を「宿泊費」に、「第５条」を「第５条及び第６条」に改

める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

令和７年１２月２３日提出 


